
令和８年度

「学校メディア宣言」説明書

～児童生徒が考え、実践する宣言に向けて～

長崎県 長崎県青少年育成県民会議

「学校メディア宣言取組案・ワークシート」「長崎県メディア安全指導員派遣申込書」

等は 長崎県青少年育成県民会議ホームページからダウンロードできます。



令和８年度

児童生徒による「学校メディア宣言」実施要項

１ 目 的

多くのこどもたちが、スマートフォンやタブレット、ゲーム機などの電子メディア機器を利用

している現状において、こども自身がそれらの利用に関わる問題を自分事として学び、考え、適

切に利用していく資質・能力を高めていく必要がある。

そこで、こどもたち自身が電子メディアの適切な利用に向けた目標等を設定し、それに向けて

実践活動に取り組むことで,電子メディアの適切な利用に対する意識向上を図ることを目的とする。

２ 主 唱 長崎県 長崎県教育委員会 長崎県青少年育成県民会議

３ 期 間 令和８年４月～７月または９月～１２月

４ 対 象 長崎県内の公立の小中学校

５ 具体的取組（例）

電子メディアの適切な利用に関する学習と目標等について考え話し合う活動を軸に、学校の実情
に合わせて、以下の活動を連動させて取組を進める。
●学ぶ
・「GIGAワークブックながさき」を活用した情報モラル学習
・長崎県メディア安全指導員等によるメディアリテラシーの向上に向けた学習 など
●考える・話し合う
・小学校の代表委員会や学級活動、中学校の生徒会活動等、こどもが意見を表明する機会を設定
し、こどもたち自身で目標等（メディア宣言）を決定する活動

・目標等（メディア宣言）の達成に向けた具体的な活動を、こどもたちの意見を聴きながら設定
する活動

●実践・振り返り
・話合いで決めた活動等に取り組み、その成果等の振り返りを行う実践活動
●発信
・決まった宣言を、幟旗や学校だより等で保護者や地域の人にも周知し、大人も一緒に考える気
運を高める活動

６ 実施状況の報告

翌年の学校運営調査で児童生徒支援課との合同アンケートを実施予定

【参考：学校メディア宣言に関する活動例】

(1)学校全体で行う場合（学校宣言）

・代表委員会や生徒会活動で議題にし、こどもたちで目標等を設定させる活動

・委員会活動として、生活目標の設定やメディアコントロールへの取組、ポスターや通信等での発信を

行うなどの活動

・学校保健委員会やPTA等と連携した、家庭でのルールづくりを推進する活動

  ・長崎県メディア安全指導員等を活用したメディア安全講習等の実施

   (2)学年単位で行う活動（学年宣言）

・学年集会等でメディア利用に関する目標設定やメディア安全講習等を行う活動

・学年PTAを活用した親子ワークショップ等の開催

・学年宣言の達成に向けた実践活動や発信等

   (3)学級単位で行う活動（学級宣言）

   ・道徳や特別活動等で、GIGAワークブックの活用した情報モラル学習やメディア安全講習等の実施

・情報モラルに関する学習等とつなげて、目標等を設定する活動

   ・総合的な学習の時間で、電子メディアの適切な利用をテーマにした探究的学習

・学級の目標等と関連した活動や、家庭でのルールづくりへの取組

学校メディア宣言
こども基本法の「こどもの意見表明の機会確保」と「こどもの意見の尊重」という理念をふま
え、こども自身が電子メディアのよりよい利用の仕方について、話合いを通して協働的に考え、
独自の目標等を設定し、その目標に向けてこども自身が自分でできることを実践する活動を展
開するもの。





活動に取り
組もう！





令和6年度実践例

運営委員会による夏休み後の振り返り

●夏休み後に取組カードを運営委員会が集計し、
各学年の傾向を分析、結果を校内放送で発表



令和７年度実践例

〔参考〕 長崎県メディア安全指導員の活用

「長崎県メディア安全指導員」とは、県内のこどもたちをメディア被害から守るために、児
童生徒や保護者、教育関係者、保育関係者、地域の大人にメディア環境の現状や課題、対応
策等を啓発すること目的に、長崎県が実施する養成講座を修了された方々です。
現在、学校やPTA等からの依頼を受け、安全講習等を実施しています。

【主な講演内容】
〇電子メディアの体や心への影響
・睡眠 目への影響 姿勢 ゲーム障害（依存）・ネット依存 など

〇成績・学力等に及ぼす影響
〇こどものネットトラブル
・画像投稿 個人情報の流失 SNSトラブル 課金 闇バイト 性的画像生成 など
※メディア安全指導員を活用される場合には、より実態にあった講話になるよう事前の打
ち合わせを丁寧に行ってください。また、テーマによっていは、対応が難しい場合もあり
ますので、その点についてご相談ください。

【派遣依頼方法】
〇各市町の社会教育担当課（安全指導員派遣事務局）に問い合わせ、派遣を依頼する。
〇長崎県青少年育成県民会議に問い合わせ、派遣を依頼する。

長崎県青少年育成県民会議 TEL/FAX ０９５－８２４－７５１０
E-mail n-kenminkaigi@room.ocn.ne.jp

【派遣費用】
5000円～10,000円（謝金） ※別途旅費が必要な場合があります。

mailto:n-kenminkaigi@room.ocn.ne.jp
mailto:n-kenminkaigi@room.ocn.ne.jp
mailto:n-kenminkaigi@room.ocn.ne.jp


●・「ＧＩＧＡワークブックながさき」や長

崎県メディア安全指導員等を活用し、メディ

アが抱える問題や、体や心の影響等について

学ぶ。

・メディアを取り巻く現状

・課題

・体や心への影響・対策、予防

・メディアリテラシー・情報モラル

●「ＧＩＧＡワークブックながさき」や

長崎県メディア安全指導員等を活用し、

メディアの現状について教える時間をと

る。

（特活又は総合又は道徳１時間）

子どもの動き 教師の動き

●代表委員の議題「〇〇小メディア宣言」の

内容について各クラスで自分たちにふさわし

い宣言内容について話合いを行う。

 （例）●●小メディア宣言

      「ごはんを食べるときは、全てのメディアを消そう！」

 （例）■■小メディア宣言

      「夜の９時になったら、携帯スマホの電源をオフにして大人に渡そう！」等
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プ

②

●各担任は、各クラスで、〇〇小全体

で頑張るメディア宣言の内容を考える

学級会を行う。

（学活（１）1時間）

●４～６年生のクラス代表で、メディア宣言にふさ

わしい内容について代表委員会で話し合いを行う。

（子どもが自分たちとメディアの付き合い方を見つ

め直しながら、課題をとらえ、どうしていけばいい

のか考える機会を設ける。メディアに対する子ども

の本音が出てくるよう工夫を。）

●代表委員会担当教諭は、代表委

員会で「〇〇小メディア宣言」の

中身を決定する代表委員会を開催

する。

（〇月代表委員会）

●代表委員会等で、決まったメディア宣

言の横断幕や幟（のぼり）を作成し、掲

示する等、全校で意識できる工夫を行う。

※幟は県から送付できます。

●運営委員会でメディア宣言の横断幕や幟を

作成する等、学校全体で意識できる手段を考

えることができるようにする。

学校だより・ＰＴＡ広報誌等で保護者へ周知

●「代表委員会で決定した「〇〇小メディ

ア宣言」をもとに、その目標を達成するた

めに、自分自身の取組のめあてを立てる。

●各担任（全学年）は「〇〇小メディア宣

言」を達成するために、自分たちの目標を決

定することができるようにする。

（学活（２）１時間）

●「〇〇小メディア宣言」をもとに、自分

が決めためあてに向けて実行し、自己評価

する。（ワークシートの例あり）

※簡単に取組を振り返るようにする。

●各担任は学級だよりや懇談会等で、保護者

に周知を図り、協力を依頼する。

●より長期間の目標をもって取り組む。

小学校取組例（代表委員会で実施の場合）

〇〇小メディア宣言「自分たちでできるメディアとの上手な付き合い方」

※取組結果報告について 次年度の「学校運営調査」で実施予定
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●「ＧＩＧＡワークブックながさき」や長崎

県メディア安全指導員等を活用し、生徒指導

上の問題や、体や心の影響等について学ぶ。

・メディアを取り巻く現状

・課題

・体や心への影響・対策、予防

・メディアリテラシー・情報モラル

●「ＧＩＧＡワークブックながさき」や

長崎県メディア安全指導員等を活用し、

メディアの現状について教える時間をと

る。

（特活又は総合又は道徳１時間）

※「春のあんしんネット」で保護者に啓発

子どもの動き 教師の動き

●生徒会が中心となり「〇〇中メディア宣言」

の内容について各クラスで話し合い活動を行う。

（生徒総会等での意見を聴く取組も可）

（例）・夜９時までと言っているけど、時間をうまく使わないといけないな。
・息抜きになるから動画を見る時間も大切だ。
・でも、使い続けるのも体や心によくない。
・どんな内容だったら、本気で取り組めるかな？
・大人にも協力してほしいことは何だろう？

●各担任を中心に、各クラスの提言内容

を決める話し合い活動を行う。

（学活（１）１時間）

●各クラス委員や生徒会が中心に、自分たちの課題

や目標・取組などを話し合いを行う。

（自分たちが主体となって取り組む。メリットやデ

メリットもふまえて考える。）

●生徒会担当教諭は、「〇〇中メ

ディア宣言」の内容を決定する話

合いの場を設ける。

（〇月生徒会）

●生徒会で決まった内容について、提言

書を作成し、各学校のＰＴＡや学校職員

に提出する。

●渡された提言書は、学校だよりや、ＰＴ

Ａ広報紙等に掲載し、子どもたちの考えを

広く周知できるようにする。

※幟（のぼり）は県から送付できます。

●提言書をふまえ、自身のメディア利用の

ルールを作成し、実行する。

●各担任は、家庭での取組が展開できるよ

う、保護者との連携を考える。

●取組の状況について振り返り、今後の取

組につなげる。

中学校取組例（生徒会が主体となり活動した場合）

〇〇中メディア宣言「私たちが考えるメディアとの付き合い方」～大人への提言～

■概要■ 〇月の生徒会で「メディアとの付き合い方」について日頃思っている不満や、自分た

ちで認識している課題について話合い活動を行い、大人に対して、どんな内容を提言したいか決

める。決めた内容はＰＴＡ等に実際に提出し、学校だよりやＰＴＡの広報誌等でお知らせをして

もらい、親と子のメディアに対する認識のずれや妥協点を考えるきっかけにする。それらを基に、

新たに親子でメディアのルールを決めていくことができるようにする。
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※取組結果報告について 次年度の「学校運営調査」で実施予定
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